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2009年4月5日のオバマ大統領によ
るプラハ演説「米国は核兵器のない
世界の平和と安全を追求する決意で
ある」との宣言は、日本だけではなく、
世界中に大きな衝撃を与えた。それと
同時に、それは可能なのかとの疑問が
大きく膨らんだ。しかしながら、最も
高性能で膨大な核兵器を保有する米
国の大統領が、その時期は示さなかっ
たにせよ、核廃絶の実現に向けた決
意を表明したことは、核廃絶の実現を
一日千秋の思いで待ち望む日本国民
にとっては、願っても無い宣言であっ
た。
2008年6月に来日したケビン・ラッ
ド豪首相が、当時の福田首相に提唱
し、日豪政府主導で「核不拡散・核
軍縮に関する国際委員会（ICNND）」
が設けられた。その委員会（共同議長：
ギャレス・エバンズ教授（豪）、川口
順子参議院議員）討議が2008年10月
から始まり、2010年1月に報告書「核
の脅威を絶つために」が公表された。
この報告書の特徴は、短期、中期、長
期にわたる具体的な政策提言と行動
計画を示していることである。

ICNND報告では、その段階的なア
プローチとして、2025年までに核兵
器の最小化を図り、廃絶を最終目標
としている。この委員会で示してい
る最小化とは、2025年までに米・露
がそれぞれ核弾頭数を500発に、世界
の核弾頭総数を最大2,000発に減少せ
よとしていることである。今までの
この種の検討に比し、大変具体的で、
良く議論された報告書であり、一度

目を通されることをお勧めしたい。し
かし、肝心の核廃絶についての具体
的提言が無いのが残念である。

核兵器のない世界の実現、すなわ
ち核廃絶は可能なのか。その方法は
何か。残念ながらそれについての明
確な答えはない。しかし、核廃絶は
誰かが決断をし、それを実行に移さ
なければ実現できない。では、その
決断をするのは誰か。それは明快で、
オバマ大統領、そう願っているが、あ
るいはポスト・オバマ大統領であり、
核兵器保有国の元首である。開けら
れたパンドラの箱は、開けた国に閉
める責任がある。そうでなくては我々
に未来はない。
核廃絶の決断は容易ではないだろ

う。そのときの世界の情勢、他の核兵
器国とのパワーバランスの調整も大
変困難な要因となろうが、決断の最も
大きな阻害要因はおそらく軍部であ
ろう。元首が自国の軍部をコントロー
ルできるか否かが、その決断に大きく
関わってくると思われるからである。
また、その決断を後継の元首たちに
よって持続させる、逆転させないこ
ともなかなか難しいことと思われる。
元首に核廃絶を決断させるために

は何が必要か、それを持続させるため
には何が必要か、それは国民の支持に
ほかならない。しかし、容易ではない。
日本国民のように、その殆どが核廃絶
を希求している国は少ないと思われ
る。核兵器国の中には、核兵器が戦争
を早く集結させたと信じている国民、

自国の安全保障上なくてはならない
と信じている国民もある。
もちろん、国民の多くが核廃絶を支
持しなくては核廃絶宣言ができない、
というわけではない。核開発の決断
の時には、政権によっては議会の承
認を得た国もあったかもしれないが、
国民の合意の下に計画を進めた国が
あったとは聞いたことがない。
核廃絶問題は、人類の存続に関わる
問題である。地球温暖化問題は、人
類の首を自らゆっくり絞めていくよ
うな地球規模の問題であるのに対し、
核兵器の存続は、ICNNDの「報告書
の意義」でも書かれているように、気
候変動問題に匹敵し、その潜在的な影
響力は遙かに緊急性が高い。核兵器国
政府は、国家機密、最高軍事機密とい
う名の下に、国民が知らないうちに核
兵器開発、その保有へと政策を進め
てきた。核廃絶は、政府が、政治家
が国民と共に考え、あるいは先導し、
梶を逆に切ることであり、歴史的に
も大変重要な政策となる。国民と考
え、共に歩むことは、再度の核保有
をしない、逆戻りしないためにも重
要な方策である。きっとその決断は、
後世の人類に21世紀最大級の政策転
向と謳われることとなろう。
核不拡散、すなわちこれ以上核兵
器国を増やさないために最も重要な
対策は、核兵器国の核廃絶であると、
小誌でも度々進言してきた。核兵器
国の核廃絶決断とその実行は、世界
の核拡散問題の最も大切な解決策で
もある。

核廃絶は可能か



Opinion

2 Plutonium  No.68    Winter  2010

オバマ大統領のプラハ宣言を、オバ
マ大統領のノーベル平和賞受賞のみ
に終わらせることなく、核兵器のない
世界の実現を現実のものとするキッ
カケにしなくてはならない。しかし、
核兵器国が自国民に核廃絶教育をす
ることはなかなか困難であろう。そ

れには国際機関がその機能を強化し、
各国と共に世界全体に核廃絶の必要
性を説き、その促進に協力すること
が、核廃絶を否が応でも進めること
の担保としても重要な対策となる。
わが国は、唯一の被爆国として、核

兵器国や世界各国に対し、核兵器の悲

惨さ、廃絶の必要性を大きな声で訴え
ることができる国である。今まで以上
の核被爆に関する情報や意見の発信、
目と目を合わせた話し合いが必要で
あると感じる。

（編集部）

いんふぉ くりっぷ

建設中でした北海道電力の泊原子力
発電所3号機（91万2,000kW）が2009
年12月22日に営業運転に入りました。
3号機の営業運転入りにより、北海道
電力の原子力発電比率は、今までの約
25%から約40%となり、CO2の削減に
さらに貢献することとなります。泊3
号機の営業運転開始により、わが国の
営業運転の原子力発電所は54基4,884.7
万kWとなりました。

また、2007年7月の新潟県中越沖地
震により運転を停止し、点検、修理を
行っていた東京電力の柏崎刈羽原子
力発電所6号機（135万6,000kW）が、
2010年1月19日に営業運転を再開しま
した。昨年12月28日に営業運転を再開
した7号機（135万6,000kW）に次いで
の2年8ヶ月ぶりの復帰となります。未
だに停止している1,5号機については燃
料の装填を行い、系統試験を実施して

いるところで、近日の運転再開が待た
れています。また、2,3,4号機について
は、さらに修理が続行されており、7
基全てが運転再開となるのには、もう
少し期間がかかるようです。安全を担
保した上で、温暖化防止のためにも、
一日でも早い全機の再開が望まれま
す。

泊3号機営業運転開始、柏崎刈羽7,6号機運転再開
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刈羽村は110年、自立性の高い村

―― 刈羽村はどの様な村でしょう
か。
【品田村長】自立性の高いところです。
新潟県刈羽郡刈羽村といって、昔、郡
に15町村ぐらいありました。その中
で郡に刈羽という名前がついている
ほどですから、刈羽村はその中心だっ
たと思います。
刈羽村には山がありません。ですか
ら田んぼがつくられました。それも
あったからでしょうが、割と裕福な
村として今日までこられたという感
じがします。ただ農業中心から産業構
造が変化していく中で、働く場所が
ないと現金収入がないわけですから、

過疎化がどんどん進みました。刈羽村
は今年で110周年を迎えます。今、約
5,000人しかいませんが、よく生き延
びてこられたなと思います。そこが、
うちの村のすごいところかなと思い
ます。このことが根っこにあります。
―― 普通は隣の大きな町に吸収合

併されたり、あるいは110年も経って
いれば別の名前になったりしているの
が普通ですが。
【品田村長】そういう意味で、この辺
の言葉では「しんがら強さ」というの
ですが、死にそうだけれどもなかなか
死がないと言うことです。そういう
土地柄、そういう村民気質に支えられ
ています。この村には、未だに集落が
20あり、その集落の自治がとてもしっ

かりしています。

自分がすべきことは自分でする

――「自分たちのことは自分たちで
する」という精神が昔からあったとい
うことでしょうか。
【品田村長】その通りです。近年それ
を弱めてきたのは行政でもあったと
思います。私は、昔からのその精神に
戻したいと思っています。「分権」と
よく言いますが、端的にはやはり国か
ら県、県から村、最終的に村に住ん
でいるみんなが、国民としての自覚、
県民としての自覚、村民の自覚をき
ちんと待ってもらうということです。
「あなたがやるべきことはあなたが果
たしてください」というのが分権だ
と思います。それをこの村で果たし
たいと思っています。
私は村長に就任して10年目ですが、
ひたすらそこに向かって走ってきま
した。産業、工場誘致などいろいろ
実施してきましたが、たとえば明日食
べるものをなんとか手に入れようと、
それを行政目標に掲げてきてはいな
いのです。自分のことは自分ですると
いうのが行政目標です。村のことは

自分のことは自分でする村に

　刈羽村は、日本海側に位置し、新潟県のほぼ中央、西部は砂丘地、中央部は平坦地、

東部は丘陵地になっています。海岸沿いには、柏崎市とにまたがった東京電力（株）

の柏崎刈羽原子力発電所があり、7基の内の5,6,7号機が刈羽村に立地されています。

2007年7月の新潟県中越沖地震に伴い全基の運転が停止され、その改修が行われてい

ますが、7号機が2009年12月に、6号機が1月に営業運転を開始しました。

　今回は品田宏夫刈羽村長に、原子力発電所との関係や町の状況についてお話を伺い

ました。 （編集部）

新 潟 県
N I I G A T A - K E N

刈羽村

品 田　宏 夫  刈羽村長インタビュー
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みんなで責任を持とうと。今では役
所も変わったと思いますし、村民も
ずいぶん変わったと思います。いま
まで努力してきた成果だと思います。
当然、胸を張って、原子力発電所に
堂々と対峙する、国の安全政策に堂々
と対峙する、議論する、そういう姿
勢がこの村にはあると思います。

果たすべき責務を議論

―― 原子力発電所については、村
が情報を提供して、村の皆さんが各自
で自発的に勉強したりしてこられたの

でしょうか。
【品田村長】国民が、エネルギー政策
に協力してくれる所、電源立地地域を
大事にして交付金を提供し、その地
域を守っているということ、自分た
ちの村が守られているということは、
村の人たちも分かっていことだと思
います。守られる中で我々の果たす
べき責務は何かをみんなと議論して
きました。
先日も議会で、今話題のカーボン・

フリー問題が指摘されました。太陽
光発電導入に補助金を出せとか、風

力発電をやれとか、
いろいろ議論をし
たのですが、カーボ
ン・フリーに何が一
番役に立つかとい
うと、柏崎刈羽原子
力発電所を運転再
開させるのが一番
だと議論を結んだ
ことがありました。
そういうことにみ
んなに気づいても
らいたいのです。刈
羽村ではそのカー
ボン・フリー対策を
一生懸命にやって
きました。
―― こちらの村民

の方々は、すぐ近く
に原子力発電所があ
るわけですから、原
子力発電所と一緒に
生活していることが

自然になっているのではないでしょう
か。
【品田村長】最初の原子力発電所建設
計画から40年ぐらい付き合っていま
すから。その間いろいろな歴史があり
ます。一つの集落が考え方で真っ二つ
に割れるという、不幸なこともあり
ました。そういうことも乗り越えて、
今日があって、ほとんどの皆さんは
原子力発電所がそこに存在すること
について、正しい理解ができている
と思います。
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行政が説明責任を果たす

―― 2007年7月に新潟県中越沖地
震が起こり、村でも大変なご苦労が
あったと思います。原子力発電所に関
する村民の方々の考え方は、この地震
の後はどうでしたでしょうか。
【品田村長】平常心のときよりも、す
こし懐疑的になったかもしれません。
その後の電力会社の方々の努力など
様々なものを経験して、今はそれほ
ど不安に思っている人はいないと思
います。
地震の改修の後に、昨年、東京電力
から「柏崎刈羽原子力発電所7号機に
火入れします。制御棒を抜いても良い
ですか。」という申し出でがあったと
きに、村としても事前了解のための
会合を開催し、その後私は自信をもっ
て「村民を代表して、どうぞ進めてく
ださい」と言えました。その時には「県
民の意見を聞かないとよく分からな
いとか、市民に対して説明会をする」
と言われた方もおられました。私は、
行政の責任者として説明責任を果た
したということです。「私はこう判断
します。それに異議があったら申し
出てください。」とのやりとりが村民
の皆さんと以前からあり、その結果、
今日があります。そのやり方として間
違いがなかったと、今確信できていま
す。また、それだけ村民の皆さんの
理解が深いということだと思います。
「危ないけれど、しようがないから
動かして良い」という人は一人もい
ません。

世界一堅牢な発電所に

―― そういう意味では、柏崎刈羽
原子力発電所の全基の改修を進めて、
できるだけ早く運転再開してもらいた
いと思います。
【品田村長】1月までに7号機、6号機
が運転を再開しました。次は1号機で
しょうね。いよいよ次のプロセスに
入る段階ですが、改修が計画通りに間
に合っていないですね。「明日発電し
てみろ」といってもできません。そ
れだけものすごい仕事をしているわ
けです。
―― 7号機がもう少し早めに運転が

再開されれば、火力発電を燃やし炭酸
ガスを出さなくても良かったかもしれ
ませんね。
【品田村長】そんなに早く発電は出来
なかったと思います。準備が間に合わ
なかったと思います。それだけ被災
が大きかったし、念には念を入れて、
もし次にも地震が来ても大丈夫なよ
うに、世界一堅牢な発電所にしよう
という努力をされていたと思います。
―― 衆議院と参議院の超党派で

行っている資源エネルギー長期政策議
員研究会の会合の場で、電力会社が、
将来の電力会社における炭酸ガスの抑
制をどうするのかという話があり、そ
の後、環境省、文部科学省、経済産業
省が5分間ずつ説明をしました。その
とき環境省が、柏崎刈羽原子力発電所
を早く動かしてください。他の原子
力発電所の稼働率を上げてください。
そうしないと炭酸ガスが減りません

と、初めて言明しました。柏崎刈羽発
電所の再開問題が炭酸ガス削減問題で
クローズアップされて、環境省が原子
力発電所に言及したのは初めてでしょ
う。地球温暖化防止にとって非常に大
切な施設であるということをはっきり
言われました。
【品田村長】例えば、イギリスもロシ
アも、UAE（アラブ首長国連邦）も
原子力発電所を建てたいなどと力ま
なくても、エネルギー資源があるわけ
です。北欧でアンチ・ニュークリア（反
原発）が勃発したときに、日本でも反
原発が話題となりました。北欧は北欧
でやればよいのです。日本は北欧と
同じように、水力などでのエネルギー
を賄うことが出来ないのですから。日
本は、ここのところが国民に対する
説明として、きちんと果たされてい
ないと思います。だからおかしなこ
とがいろいろ起きるのです。
―― 自然エネルギーを取り入れれ
ば大丈夫という方々もまだたくさんお
られますね。
【品田村長】それは独立型分散電源で、
我が家の電気は全部我が家で調達す
るということになればですがね。そ
こまで一瞬にはならないのですから、
すぐに、明日にもできると言ってい
るようでは、それは間違いです。

大事なものを確保する方策まで
考える教育を

―― この村の中学生、高校生は自
分の村に原子力発電所があるというこ
とに自信を持たれているのではないで
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しょうか。日本のエネルギーの主要な
施設が自分の村にあるということで、
誇りをもっているのではないでしょう
か。
【品田村長】残念ながら、まだそこま
で踏み込めていないと思います。高校
生ぐらいになると、自分で考えて「う
ちの村には原子力発電所がある」とい
う子もいると思うのですが、小学校、
中学校はそういう教育に踏み込めて
いないです。
―― 小学生、中学生に独自のエネ
ルギー教育をしていますか。
【品田村長】ないです。
―― 社会科見学
で発電所のPR館に
いったり、お祭りの
時にエネルギー講座
のようなものをした
りしていますか。
【品田村長】お祭り
の時には東京電力が
そのPRを一所懸命
行っています。
ここは中越沖地
震の前に起きた中
越 地 震（2004年10
月）の時も被害が大
きかったのです。子
供達にエネルギー政
策、原子力政策を教
えて、この地域の特
徴だと教えたい気持
ちはありますが、今
だ私なりにもそこへ
踏み出す準備が整っ

ていないというところですね。
ただ、原子力発電所は非常に近し

い存在ですから、家庭の中でも、お
父さん、お母さんたちがいろいろな
時に原子力やエネルギーの話はして
いると思います。
―― 家庭の中でエネルギーや原子力

発電の話が話題にでるということは素
晴らしいことで、エネルギー大消費地
の家庭では話題とならない事だと思い
ますが。
【品田村長】今の小学生が大人になっ
てこの地で暮らすときに、原子力につ
いての理解がある、推進とか反対とい

う意味ではなく、原子力とはこうい
うものだという自覚ができることは、
大切なことだと思いますね。そういう
環境にはあります。「エネルギーは大
事なんだ」と、そこで終わってはダメ
なのですね。その大事なものをどう
して確保するのかという所まで考え
が及ばないと意味がありません。エ
ネルギーを、よりよい環境をどうやっ
て確保するかまで考えが及ぶような
教育をしたいです。
そのためには、食料、エネルギー、
国防、これが3本柱ですよ。このどれ
一つおろそかにしても良い国にはな
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らないと思います。その中の一つがエ
ネルギーです。ドイツには石炭が無限
と言えるぐらいあります。そういう
国とわが国を同列に論じてはダメな
のだいうことを誰かが国民に大きな
声で言わないといけません。しかし、
誰も言いません。あるテーブルでは、
原子力爆弾で、原子力アレルギーがわ
が国にはあるのだから、と発言する人
がいますが、だからどうしたと私は言
いたいのです。原子力発電に替わり
うる方法はないのですから、真剣に
それを進めなくてはならないのです。
国民が、例えば原子力を止めると
言ったときに、その結果、国民が危
険にさらされることもあるわけです。
原子力の事故が起きたから危ないと
言いますが、原子力発電が止まった
ときに危なくなる社会不安について
はあまり言われていません。おかし
いと思いますね。

様々な交付金制度の利用で独自の
奨学金制度

―― 原子力発電所がこちらの村に
誘致され、共存共栄でここまで来てい
ると思いますが、大まかに考えてこの
村に原子力発電所があってよかったと
思われますか。そうならば、それはど
の様な理由からですか。
【品田村長】私は良かったと思います。
エネルギーは大事なものなのです。議
論したり、声高に叫ばないにしても
みんな分かっているのです。だから
エネルギー供給地は大事にしないと
いけないという意味において、私た

ちは尊敬を集めているところまで行
くかどうかは分かりませんが、交付
金とか様々な制度に守られていると
いう感じがしています。
中越沖地震からの復旧の時にはず

いぶん支援をしていただきました。刈
羽村と柏崎市は大事な地域だという
ことでした。そういう支援がありが
たかったのです。
―― 交付金もいろいろな形で使わ

れている思います。小学生、中学生、
高校生など子供達のためには、どの様
に使われていますか。
【品田村長】交付金を使っていろいろ
な支援を行っています。中学校、ラ
ピカ（生涯学習センター）など交付
金を使って運営していますし、ずい
ぶん村民サービスに使わせてもらっ
ています。それから村には奨学金制
度があります。刈羽村独自の制度で
す。だいたい10億円弱を積んで、そ
の基金が回るようにしています。今7
億円ぐらいの余裕があります。高校
生から大学院生までこの制度が使え、
一人最高月10万円まで利用できます。
無利子です。借用期間終了1年経過後
から15年以内で返却していただいて
います。この基金は自前の資金で実
施していますが、そういう余裕がで
きるのも、交付金でいろいろなこと
ができるからです。
―― 親御さんにしてみれば奨学金

はありがたいですね。
【品田村長】昨今は親御さんが大変で
す。この村から東京の私立大学の工
学部に行くとなると、教育費が大変

です。奨学金で月10万円、年120万円
借りられるのは大きな支援になって
います。
この村は小さな村なので、10億円
弱で済んでいるのです。隣の柏崎市
は、人口規模がこの村と比べると20
倍ありますから、単純に計算すれば基
金は200億円必要となり大変です。小
さいところは小さいなりによいとこ
ろがあると思っています。
―― そういうところでは、恵まれ
ていますね。
【品田村長】恵まれています。
―― 上手に交付金を使って、本来
の村の資金を村のために使えるという
のは、他の所ではなかなか簡単にはい
きません。普通なら赤字が当たり前の
ところですね。
【品田村長】いつも言うことですが、
5,000人の村に、7基の原子炉がある原
子力発電所のほぼ半分の3基の原子炉
があります。恵まれています。

20集落の自治がしっかりしている

―― 恵まれたこの村に近隣から
移ってこられる方がおられますか。
【品田村長】なくはないです。しかし
積極的な流動策は行っていません。そ
れは先ほども言ったように、この村の
20集落の自治がしっかりしています
ので、新しい団地、集落を作るとして、
交付金を使って人口をそこに流動し
ようとは思えません。それは慎重にし
なければなりません。21番目の集落
を作るときには、いままでの持ってい
る予算を壊さないでできでるかどう
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か、徹底的に議論してからでないと
ならないと思っています。人口増政
策にはあまり積極的ではありません。
―― 村としての計画ではなく、個
人で、隣町から移りたいという例はな
いですか。
【品田村長】いますね。ほとんどは集
落に吸収されています。この村では特
に子供が育てやすいのです。中学生は
医療費が無料ですし、奨学金もありま
す。子供が2人大学に行くと大変です。
―― 恵まれていますね。

【品田村長】アパートをどんどん建て
て、若い人を村に受け入れようという
アイディアを言う人もいますが、そう
した方法で集落の自治力が壊れるこ
とは恐いことです。自治力を壊して
しまって、何かあった場合に、他の自
治体のように行政がサービスを全て
しなければならなくなったら、私は
刈羽村の良さがなくなると思います。

お金は出すが、口はださない

―― 村長は今の5,000人の規模で、
予算も今ぐらいで、それで村を活性化
していくのが一番良いということで
しょうか。
【品田村長】一番良い方法というのは
分からないのですが、とりあえずその
ためのいろいろな方法に取り組んで
います。私は行政が商売してはいけ
ないと思っています。ですからビジネ
スはしません。民間がビジネスをして
いただくことは大いに結構なことで、
応援はいくらでもします。お金は出
しますが、口は出しません。これが

刈羽村の役場の姿勢です。
―― お金を出すと、口も出すとこ

ろが多いのですが。
【品田村長】今、東京電力と共生関係
を形にしようとして、寄付事業です
が、「刈羽村共生事業」が動いている
ところです。今年には日の目を見、工
事に入ります。柏崎市は、環境共生
公園を作りました。刈羽村も同じよ
うな公園を作ってもらっても良いの
ですが、それでは芸がないので、お互
いに知恵と汗をかいて、このプロジェ
クトを立ち上げようとしています。こ
のプロジェクトとは、人工芝公認サッ
カー場、宿泊交流センター、果樹園芸
施設、スイーツショップなど複合施設
の計画です。この事業にはかれこれ6
年ほどかかっています。
施設のイニシャルコスト、土地や建

物の準備はこの事業で準備し、それを
運営していくのは民間力で行っても
らうことにしています。ビジネスと
して、儲けてもかまいません。ただし、
赤字になっても村はお金をださない
ということです。民間会社の他にJA

柏崎と新潟大学（刈羽村農業バイオ
研究センターを設立）が参加します。
非営利です。基本的に共用部分や、公
的にかかる部分はありますが、自立
をして立ち上げたビジネスを、万歳
しないようにがんばるという気持ち
がひとつのところに集まって事業す
るというのが共生事業です。金は出
すけれど口は出さないという面白い
スキームです。
―― なかなかこのような例はない

ですね。
【品田村長】ビジネスに役人が口を出
してもうまくいくはずがありません。
国家的な誘導は別にして、地方行政
が、地方の産業を誘導する力を持って
いるか疑問です。せめて50万人、60
万人という単位の町で、予算規模も
数千億というレベルでないと、産業、
経済の誘導はできないと思います。そ
れなりにみんな生きているのだから、
それぞれにアイディアを出して、自
分の責任で、資金で稼いでいくとい
うことですから、役人が口を出す余
地はないです。

暗中模索も多いが、
大切な施設は頑張る

―― こちらの村の職員の方々もい
ろいろな企画を出されるのですか。
【品田村長】この村ではいろいろな
テーマに予算が付けられていますか
ら、そんなに悩むことがありません
でした。しかし悩まないと知恵が出
てきません。それで新しいスキーム
に挑戦して、共生事業でまったく新
しいプロセスを踏んで、事業を、東
京電力と我々、我々とは村民の代表
とビジネスをする事業者の皆さんと
で作っていくわけです。スタートす
るときは何がどのようになるのかも
想像もつかなかったのです。いくら
費用や期間がかかるかもわからない。
それで今やっと日の目を見ることに
なりました。時間はかかりましたが。
そのプロジェクトでは、粒子線のが
ん治療センターを作ってみようかと
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思っています。福井市の県立病院に同
様なセンターが今建設中ですね。プ
ロジェクトとして面白いです。通常は
このようなことはあまり考えないで
すね、100億円プロジェクトですから。
5,000人の村で何を大それた事を始め
るんだということですが。けれどチャ
レンジして、私はできると思います。
私たちがこの施設を作るのではなく、
これも同じように、経営をしてもら
う。ビジネスとして成り立つような
スキームできればと思います。
―― ここにその施設ができると周
りの町も助かりますね。全国から治療

のために患者さんやその家族が来ます
しね。役に立ちます。
【品田村長】そのようなスキームを考
えないといけないでしょうね。全国
から集客できるようなスキームの知
恵がここの役人にあると思いますか。
むしろ、いろいろな知恵がある人との
コネクション、パイプがあるかどう
かですね。理想を掲げたそういう知
恵のある人たち、専門家がその下に
集まってくれるかどうかですね。そ
れが役所の一番やりやすい仕事です。
役所が号令をかけると、お金がまっ
たくかからないわけではないですが、

いろいろな情報が提供
されます。
テーブルを用意して、
このプロジェクトにか
かる費用は村の予算で
ということで、12月議
会でとりあえず1,300万
円用意しました。皆さ
んに声を掛けたときに、
テーブルについてくれ
る仲間がいるわけです。
その仲間を今まで探し
ながら、縁があってプ
ロトンセンター（粒子
線のがん治療センター）
に結びついてきました。
そのネットワークがあ
るから集まってくるの
です。このセンターに
ついては、その施設が
全国的に多くないもの
ですから、文部省の基

準とか、基準のないものとかで、暗
中模索しています。たとえば小学校
を建設するなどは村としても皆得意
なのですが。

村民の意識改革が重要

【品田村長】だまって昔ながらの行政
をしているのであれば、この村はお
金が足りていますから、何の苦労も
ありません。それでは行政のスキル
がどんどん下がってしまう。それで
はいけないなと思っています。いろ
いろなものにチャレンジをしていく
ことと、村の役人よりも村民が変わ
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らなければいけない。それで10年間、
冒頭に話したように、村民の意識改
革を進めてきました。
最初の頃は、農家組合長会議が「あ
れをしてもらいたい、これをしても
らいたい」と陳情大会のようなテー
ブルだったのが、今や「これをして
もらわないととてもやっていけない」
という人をみんなで非難するように
なりました。
―― 自分たちでするということに
なるのですね。
【品田村長】自分たちでどうにかしな
いといけないということなりました。
変わりました。いろいろな仕掛けも
しましたが。それが私は当たり前だ
と思います。自分のことを自分です
ることができるようになれば、お金
も財源もいろいろな所に有効に使え
ます、ということになります。環境
整備のために、集落にそのお金を配っ
てしまえば、各集落でいわゆる小さ
な行政が実現します。

村の名物は村民

―― 長期的に、村を将来どのよう
にしたいかと考えて、どのような方針
をとってきたのですか。
【品田村長】私は、「刈羽村の名物は村
民だ」ということにしたいのです。例
えばどこかの町で大問題になってい
ることは、「刈羽村に行ってみろ。刈
羽村ではそのような問題は存在しな
い」ということが言われるような村
にしたいです。
―― 自分のことは自分でするとい

う基本があって、どうしても出来ない
ことはみんなで考えるということにな
るのでしょうか。
【品田村長】自分のテーマでもよいの
ですが、これはみんなが参加してする
べきだ、支えるべきだというテーマは
皆さんが支えればよいのです。自分か
ら、これは自分のためだけではなく、
みんなのためになるのだということ
を情報発信して、説明責任を果たせ
ば、みんなが支えてくれる、そうい
う地域社会にしたいと思います。
―― 子供達は、自分のことは自分

でするという感じになってきています
か。
【品田村長】子供はだめですね。親が
だめです。今、私がシグナルを出し続
けているのですが、そのシグナルを咀
嚼して一番聞いてくれるのはお年寄
りです。お年寄りからは、福祉とか
医療とに不満が出ないですね。お年寄
りは我慢を知っていますから。若年化
してくればするほど、今の保育園児や
小学生の親御さんは、我慢ができな
いということと、社会参加の仕方に
ついては権利の主張が大きいですね。
権利と義務の考え方を改めてもらい
たいなと思っています。
―― 義務を果たしてもらうという

ことですね。
【品田村長】私は、皆さんに保育料を
よけいに払って下さい、と言います。
いままでよりも負担してもらえれば、
浮くものがでますから、それで年寄
りの福祉を増進させようではないか
と、そういう提案をしています。保

育料を上げると決めて、仕掛けをし
ているわけではないのですが、そう
いう議論を投げかけることによって、
自分が果たすべき責任を自覚しても
らいたいと考えています。安ければ安
いほどよい、補助金はいっぱいもらっ
た方がよい、それでは意見になりま
せん。

ケーブルテレビなどの広報手段を
上手に使う

―― こちらでは全世帯にケーブル
テレビを引いていると聞きましたが。
【品田村長】全世帯が入っています。
これからデジタル化しないといけな
いですけれども。
―― 村からの情報は、紙を使わな
くても、このケーブルテレビで流せま
すね。
【品田村長】昔始めた頃は紙のメディ
アが必要だという声が大きかったで
すが、今はいらないということにな
りました。
―― 紙はゴミになりますし、費用
もかかりますね。
【品田村長】防災無線もありますし、
ケーブルテレビもありますし、いろ
いろ広報手段をもっていますが、もっ
と上手に使わなければなりません。残
念なことに、今はその能力の10分の
1しか使っていません。また村内には
村内の通話無料の電話があります。
―― いいですね。

【品田村長】ケーブルテレビは昔から
あります。共同受信網です。東京電
力の送電線が通って、電波障害が起
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こると言うことで、東京電力が整備
をしました。みんなケーブルテレビに
なりました。しかし、デジタル化する
と電波障害がおきないですね。ブロー
ドバンド会社がなかなか村に入って
来ないので、村で設備を引いてしまお
うと言うことになりました。それに
は昔の共聴システムを延長して利用
しました。村民からお金をもらって
いるのは、ブロードバンドとインター
ネット接続です。それと有料放送CS

ですね。それの料金収入があります。
このブロードバンドをこれから商工
会とか、JAなどにどんどん使っても
らいたいですね。
―― スーパーの
広告などにも使えま
すね。
【品田村長】これば
刈羽村の中だけのマ
スメディアですか
ら、広告の利用に価
値を認めてもらえる
ことにはならないか
もしれません。もっ
と身近な、1回5,000
円で、プレゼントを
もらおうとか、その
ような使い方をど
んどんしてもらいた
い。それとブロード
バンド番組を作るの
です。保育園の運動
会、入園式、卒業式
など。議会も放送し
ています。視聴率が

高いです。私の年頭挨拶は、視聴率、
各家庭の数で言えば100%です。一日
5、6回、1週間ほど流します。以前は「広
報刈羽─新年号」に掲載していまし
た。その発効は、何年か並行してやっ
ていましたが。

インセンティブが働く仕組みを

―― お年寄りは、自分の家で見た
り聞たりしている方が楽ですね。村長
や役場の人の顔がいつも見えるのは、
身近な感じがしますね。
【品田村長】来年度から始まる10年計
画で、アンケートをとりまして、見

る効果、効用に皆さんが回答してく
れました。好評でした。
流した番組の映像がありますね、こ
れをDVDに焼いて、一部500円で売れ
と言ったのですが、行政としてそう
いう商売はいかがなものかと、言わ
れました。それを私が言ってから1年
ほど経ちますが、全く動く気配があ
りません。ですから役人が商売はし
ていけないのです。
―― 確かに保育園や幼稚園のDVD
を売り出したら、親御さんは買われる
でしょうね。自分が映すよりもプロが
取る方がきれいですし。
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【品田村長】500円だったら安いです
よね。すごく良いと思うのですよ。年
に100万円でも売り上げがあればこれ
は宝です。この100万円で、例えば小
学校の給食に地場産の食材を追加す
るとか、お年寄りのために使ったりし
たら、どれだけ素晴らしいか、価値
があるか、と力説するのですが、反
応がないのです。
―― 良い考えだと思います。お金
がぐるぐる回れば良いと思いますね。
【品田村長】そういうアイディアを発
想する力が役所にもないといけませ
んし、それをさせてくれという民間
の人がいても良いのですが。
作成会社とは年間契約をしていま
す。彼らが商売をすれば、もっといい
絵をとりますね。そういうインセン
ティブが働く仕組みをこの刈羽村の
経営に入れたいですね。20ある集落
のうち、ある集落で良い知恵や良い
アイディアをみんなで考えていくと、
その集落はどんどんよくなっていき
ます。そうなると行政も協力のし甲斐
があります。みんなが、あそこをもっ
ともっと良くしてやろうと、私たち
も負けずに考えるぞ、というように
していきたいのです。
―― 1カ所がそうなると、まわりも
やらなければ、となりますね。
【品田村長】そうです。全体をレベル
アップするために、全体をボトムアッ
プするのは難しいと思います。一点
を引っ張り上げるとまわりも引き上
がる、昔から私がするパターンです。
―― エネルギー政策、地域振興に

関して、国などへの要望はありますか。
【品田村長】事業仕分けに交付金があ
がりましたね。刈羽村も参加していま
す全国原子力発電所所在市町村協議
会（全原協）から大臣に意見書を出
してくださいと言って来ましたが、私
は出さなくて良いと言いました。私た
ちは、エネルギーの政策の根幹を担っ
ている部分が
あ る わ け で
す。仕分けは
結構ですが、
そこで交付金
を半分にしま
すとしました
ら、肩の荷が
おりていいで
はないかと。
プルサーマル
の時も、住民
投票をして、
村を二分した
こともありま
すが、そうい
うこともなく
なります。
ですから制

度 が あ る よ
うに、我々も
対処すれば良
いのです。へ
んなことをす
るならそれは
それで結構だ
ということで
す。

原子力なくて
国民は生きていけない

―― 事業仕分けするなら、行政仕
分けしますということですね。
【品田村長】それはそうです。当然で
す。
確信があった訳ではないですが、あ
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そこで交付金をばっさりということ
には絶対なりっこないと思いました。
だから落ち着いていたのです。NHK

が取材に来ました。この村は、予算
が小さいから交付金の占める割合が
大きいのです。もしばっさり切られ
たら刈羽村はとても困るはずだと、取
材にきていましたが、私は全く心配
していませんでした。
エネルギー政策の、特に原子力政
策は大事だという考え方が政府には
強いと思います。もう一歩進んで、「原
子力なくしては国民は生きていけな
い」ということをもっと明快に説明
してもらいたい、情報発信してもら
いたいと思います。

その原子力に今期待しているのは、
核燃料サイクルです。まさに再生可
能エネルギーで、準国産。「準」か「純」
かは、議論がわかれるところですが。
そういう技術、科学力、技術力があ
るのですから、わが国は大いにチャ
レンジすべきだと思います。もう一
つは高速増殖原型炉「もんじゅ」です。
今インドが追い上げていますね。フ
ランスに行って聞いたのは、スーパー
フェニックスを止めたのは大失敗だ
と電力関係者はみんな言っています。
安全であるのはもちろんですが、こ
のような技術を習得して、世界に打っ
て出られることですね。
原子力が好きだとか、推進派だとか

そういうことではなくて、やっぱり
究極は国民がどうやって食べていく
かだと思います。原子力は、その中
の可能性が非常にある一つのテーマ
ですし、エネルギーを確保するのに
必要不可欠なテーマです。そこにもっ
と投資をしてもらいたい。投資の中
には、必ず安全への投資があります。
原子力にもっとスポットがあたって、
みんなが原子力は必要で大事なもの
だと思えば、安全度は上がると思い
ます。そういうサイクルを作り出し
たいと思っています。箸の上げ下ろ
しまで指導して、安全が確保できる
とは私は思いません。

いんふぉ くりっぷ

高速増殖原型炉「もんじゅ」の性能
試験前の準備と点検が、昨年12月28日
より開始され、この1月31日に終了し、
正常な状態であることが確認されまし
た。今後は安全総点検報告書について
の国の確認と、地元の理解を得た上で、

試運転の再開が行われます。
性能試験前準備・点検は、122系統、

約31,000点にも及ぶ設備について実施
されたもので、弁の開閉、スイッチ類
の機能状況などがチェックされ、原子
炉の起動が安全に行われる状況であ

ることが確認されました。今後のスケ
ジュールや地元の理解が順調に進め
ば、今年3月末までには試運転再開と
なることが期待されています。

いよいよ「もんじゅ」再開か
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オバマ政権の誕生とともに、「核兵
器のない世界」に向けての議論が活発
に展開されており、その内容は2009
年4月5日のチェコのプラハでの演説
で明確に示された。米国の大統領と
してこれほどまで核兵器のない世界
に言及することはきわめて珍しいこ
とであるが、より平和で安定した国
際社会を構築していくためには、大
きな好機となっている。
また本年5月には、核不拡散条約

（NPT）再検討会議が4週間にわたっ
てニューヨークで開催される。前回
の2005年の会議は米国と非同盟諸国
の対立で、会議は分裂し失敗に終わっ
ている。それにはブッシュ政権の政策
が大きな影響を与えていた。会議の
議題が会議の後半まで決まらなかっ
た前回の会議に比べ、今回はすでに
1年前に議題は合意されており、会議
をめぐる状況は大きく好転している。
本稿においては、まずプラハ演説の
背景を検討し、次にプラハ演説の内

容を詳細に考察する。さらにその後
の動きとして、核軍縮・核不拡散に
集中した国連安全保障理事会サミッ
トの成果としての国連安全保障理事
会決議1887の内容を検討する。最後
に5月のNPT再検討会議に向けての諸
問題を考える。

プラハ演説の背景

オバマ大統領が「核兵器のない世
界」について演説したその背景として
はさまざまな要因が考えられる。当
然オバマ自身の思想や哲学が中心と
なるが、ブッシュ前大統領時代にお
ける米国の核政策への批判が一つの
要素であり、また核兵器が使用され
る可能性が非常に高まってきたと一
般的に考えられるようになったこと
が背景にある。また2007年1月にキッ
シンジャーなど4人の重鎮が、核兵器
のない世界を提案したことも重要な
背景となっている。

1ブッシュ政権の核政策への批判
ブッシュ大統領は、米国が軍事的
にも政治的にも強力な国であり、米
国の利益のためにそれらを利用して、
新たな国際秩序を構築しようとした。
それは単独行動主義とも言われ、軍事
力中心主義とも言われた。それはまた
国際法や国連など多国間の国際制度
をほとんど無視するものとなり、ブッ
シュ大統領は対弾道ミサイル（ABM）
条約から脱退し、包括的核実験禁止
条約（CTBT）に反対し、検証を伴
う兵器用核分裂性物質生産禁止条約
（FMCT）の交渉にも反対した。また
国連も重視することなく、国連の認
可なしにイラク戦争を開始した。
核政策についても、イラン、イラク、

北朝鮮を「悪の枢軸」と呼び、核兵
器による攻撃の可能性を示唆し、こ
れらの国に対する攻撃用として地下
貫通核兵器など新たな核兵器の開発
を目論んでいた。そのため核実験再
開の可能性を強化するため、その準

プラハ演説からNPT再検討会議へ

黒 澤　満
大阪女学院大学大学院教授／大阪大学名誉教授



15Plutonium  No.68    Winter  2010

投稿

備期間を短縮し、CTBTには強硬に反
対した。
2005年のNPT再検討会議には低い

レベルの代表しか送らず、その会議で
は核不拡散のみを議論すべきであり
核軍縮は議論する必要がないと発言
して、多くの非核兵器国の批判に直面
していた。ブッシュ政権の核政策の中
心は対抗拡散（counter-proliferation）
であり、拡散に対して軍事的に対応
することを中心的な任務としていた。
このような考えは、世界の各国か
らの批判を招いただけではなく、米
国内部においても、イラク戦争の失
敗もあり、鋭く批判されるものとなっ
た。このように、プラハ演説の一つ
の大きな背景となっているのは、ブッ
シュ政権の政策への批判である。

2核兵器使用の可能性増大
9.11のテロ事件を契機として、テロ
リストによる大量破壊兵器の使用の
危険、さらに核兵器の使用の危険が広
く認識されるようになった。テロリス
トが最初から核兵器を製造すること
は困難であるが、核兵器そのものあ
るいは核分裂性物質を奪い取ったり、
盗みとったり、あるいは譲り受けたり
する可能性が出てきた。さらにテロリ
ストが核兵器を保有するようになれ
ば、その使用をためらわないと考えら
れている。それは彼らには抑止がまっ
たく効かないからであり、自爆をた
めらわないからである。
伝統的には、相手国が核兵器を使用

した場合にはそれを上回る圧倒的な
反撃により莫大な被害を受ける可能
性があることを認識させることによ
り、核兵器の使用を抑止することが可
能であると考えられてきた。しかし、
テロリストには失って困る領土や国
民、産業施設というものがなく、被害
国は反撃の目標を確定できないので、
抑止は効かない。
そのため、核兵器および核分裂性物

質の厳重な管理が必要とされており、
国際社会は旧ソ連諸国に対してその
観点からの援助を実施し、一定の成
果を挙げているが、まだまだ不十分
である。
また地球温暖化問題などを背景に

原子力発電への需要が高まり、原子力
ルネッサンスと呼ばれる状況が生ま
れつつあるが、このことが、核分裂
性物質の広範な利用に繋がり、それ
がテロリストの手に入ることが懸念
されている。特に、ウラン濃縮およ
びプルトニウム再処理が行われると、
核兵器の材料が広く存在することに
なり、テロリストの標的となる可能
性がある。
さらに、新たな核兵器国において、

核兵器の管理が十分であるかどうか、
核兵器の指揮・管制が十分であるかが
懸念されている。特にパキスタンの場
合に、政府および軍による核兵器およ
び核分裂性物質の管理が十分なのか
どうか、また核兵器がアルカイダに渡
る危険が心配されている。パキスタン
およびインドの間で、冷戦期の米ソ

のような核使用に対する厳重な管理・
統制が行われているのかどうか、ま
た誤算や事故で発射される危険はな
いのかが危惧されている。

3米国の重鎮による
「核兵器のない世界」の提案
2007年1月4日に、ジョージ・シュ
ルツ元国務長官、ウィリアム・ペリー
元国防長官、ヘンリー・キッシン
ジャー元国務長官、サム・ナン元上
院軍事委員会委員長は、「核兵器のな
い世界」と題する論文を、ウォールス
トリート・ジャーナル紙に掲載した。
その内容は以下の通りである。
◎核兵器は今日途方もない危険と
なっているが、歴史的な好機とも
なっている。米国の指導者は、核
兵器への依存を逆転させるため行
動すべきである。
◎冷戦期には核兵器は国際安全保障
を維持するため不可欠であった。し
かし抑止は、現在ではますます有
害になっており、効果も減少して
いる。
◎北朝鮮やイランに示されるように、
新しい危険な核時代に入りつつあ
る。またテロリストの手に核兵器
が入る危険があり、彼らには抑止
はきかない。
◎核兵器国の指導者が核兵器のない
世界という目標を共同の事業とす
るよう、米国は働きかけるべきで
ある。
◎核の脅威のない世界のための基盤



16 Plutonium  No.68    Winter  2010

投稿

として、以下の一連の緊急の措置
に合意すべきである。
⑴冷戦態勢の核配備を変更し、警
戒時間を長くし、事故による核
使用の危険を減少させる。
⑵すべての核兵器国の核戦力の大
幅削減を継続する。
⑶前進配備の短距離核兵器を廃棄
する。
⑷包括的核実験禁止条約（CTBT）
の批准に向けて上院での超党派
協議を開始する。
⑸世界中の核兵器および兵器級プ
ルトニウム・高濃縮ウランを保
管する。
⑹燃料供給保証を伴うウラン濃縮
プロセスの管理を実施する。
⑺世界的に、兵器用核分裂性物質
の生産を停止する。
⑻新たな核兵器国の出現につなが
る地域的対立や紛争の解決に努
力する。
この4人は、冷戦期に米国の核戦略・
核政策を作成し実施してきた人物で
あり、米国の核抑止論を主張してきた
人々である。しかし現在では、テロリ
ストに対しては核抑止はまったく効
かず、新たな核兵器国の核の管理は不
十分であるので、核廃絶に進むべきで
あるという主張である。この4人のう
ち2人は民主党で他の2人は共和党で、
超党派の主張となっている。この提
案は、歴代の政府の中心にいて、核
抑止論を強く主張していた元高官か
ら出されたものであるという点から、

多くの注目を集めるものとなった。
その後、関連した会議が引き続い

て行われ、2008年1月にも同じ4人が、
「非核世界に向けて」と題する論文を
掲載している。この一連の動きは、「核
兵器のない世界」という考えを国際社
会の前面に押し出すものとなり、国
際社会において広くこの問題が議論
される上で決定的な影響力をもって
いた。

4オバマ大統領の出現
最大の要素はオバマ大統領の出現

である。彼は学生時代からこれらに大
きな関心をもち、上院議員時代には
旧ソ連を訪問して核兵器や核分裂性
物質の管理の不十分さを強く認識し
ていた。大統領選挙運動においても
核問題に高い優先度を与え、2007年
半ばには以下の5点を強調していた。
⑴脆弱な場所にある核兵器と物質を4
年以内に厳重に管理する。

⑵ロシアと協力し、冷戦時代の核態
勢を縮小し、核兵器の役割を低下
させる。

⑶CTBT批准のための超党派の合意を
形成する。

⑷核兵器用物質の生産を禁止する世
界的な条約を作成する。

この段階ではオバマ氏は、「核兵器
のない世界」には言及しておらず、そ
れは同年11月に初めて現れた。その
後彼は繰り返し「核兵器のない世界」
を追求すると述べ、この考えは2008

年8月の民主党全国大会でその政策綱
領の中に含まれることになった。
オバマ大統領の政治的スタンスは、
ブッシュ大統領とは正反対であって、
単独行動主義ではなく国際協調主義
であり、国連を重視し、国際法を強調
するものである。また軍事力を中心と
するものではなく、対話と交渉を基
本とするものである。オバマ大統領
は、核兵器の廃絶そのものを追求し、
核兵器のない世界のほうが安全であ
るという認識を示しているが、直近
の危惧は核テロであり核拡散である。
それらに対する措置を実行していく
ためにも多くの国の協力が必要であ
り、そのために米国は核軍縮の義務
を履行するから、他の国々は核不拡
散および核テロ対応で協力して欲し
いという考えに基づいている。

プラハ演説の内容

1核軍縮政策
1核兵器のない世界
大統領は、米国の安全保障と世界

の平和にとって基本的な問題であ
る「21世紀における核兵器の将来」
について焦点を当てて話すとし、
「冷戦は終結したが多くの核兵器が
残っており、世界的な核戦争の脅威
は消えたが、核攻撃の危険は高まっ
ている」と最初に現状を分析して
いる。
続いて、「米国は、核兵器国とし

て、また核兵器を使用した唯一の国
として、行動する道義的責任があ
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る。米国だけではこの努力は成功
しないだろうが、我々は指導的役
割を果たし、それを開始すること
ができる」と述べたが、米国大統
領が核使用に対する道義的責任に
言及したのは初めてのことであり、
これまでの歴代政権とは大きく異
なる態度がうかがえる。さらに「今
日私は、核兵器のない世界におけ
る平和と安全保障を追求するとい
う米国のコミットメントを、明確
にかつ確信をもって述べる」とし、
大統領として「核兵器のない世界」
を追求する意図を明確に表明した。
2核兵器の役割の低下
冷戦思考を終わらせるために、
我々は国家安全保障戦略における
核兵器の役割を低下させ、他の国も
そうするよう要請すると述べ、核
兵器の役割の低下に明確に言及し
ている。
そのための具体的措置としては、
核兵器の警戒態勢の解除、核兵器
の先制不使用、核兵器をもたない
国に対して核兵器の使用を禁止す
る消極的安全保証が考えられるが、
具体的な動きはまだ見られない。
3核兵器の削減
弾頭とストックを削減するため、
ロシアと新たな戦略兵器削減条約
を交渉し、法的拘束力があり十分
に大胆な新たな条約を今年の終わ
りまでに追求すると述べた。その4
日前の4月1日に、初めての米ロ首
脳会議を行ったメドベージェフ・

ロシア大統領との間で新たな条約
交渉で合意していた。
さらに7月6日の米ロ首脳会談で、
新しい条約では、核弾頭を1,500～
1,650に削減し、運搬手段を500～
1,100に削減し、条約は7年間で実施
され、条約は検証措置を含むこと
に合意されている。START-1条約
が失効する12月5日までの署名が期
待されていたが、年内には署名に
至らなかった。
4CTBTの批准
核実験の世界的禁止を達成する
ため、我が政権は包括的核実験禁止
条約の米国による批准を即時にか
つ積極的に追求すると述べ、CTBT

の批准に向けて積極的な行動を
取っていく意思を鮮明にしている
が、これまでのところ具体的な動
きは見られない。上院での批准の
承認を得るためには、100人中67人
の賛成が必要であり、そのため共
和党員の数名の賛成を獲得しなけ
ればならない。
5FMCTの交渉
兵器に必要な材料を遮断するた
め、米国は核兵器に使用される核
分裂性物質の生産を検証可能な方
法で停止させる新たな条約を追求
すると述べ、積極的姿勢を示して
いる。
ジュネーブの軍縮会議（CD）は
2009年5月にFMCTの交渉開始に合
意したが、手続き事項でパキスタ
ンが反対を表明し、交渉は実際に

は開始されなかった。

2核不拡散政策
1国際原子力機関（IAEA）の強化
国際査察を強化するため、もっ

と多くの資源と権威が必要である
と述べ、IAEAがその任務に必要な
権威、情報、人的資源、技術を取
得することができるようにし、国
際原子力機関を強化することを主
張している。
2違反国への確実な対応
ルールに違反した国あるいは理

由なくして条約から脱退しようと
する国に対して、現実のかつ即時の
結果が必要であると述べ、北朝鮮
が数時間前に弾道ミサイルを発射
したこととの関連においても、ルー
ルは守られなければならず、違反
は処罰されなければならない、今
や強力な国際的対応をとる時期で
あると述べている。
3原子力平和利用の制度化
国際燃料バンクを含む、民生用

原子力協力のための新たな枠組み
を作るべきであり、各国は拡散の
危険を増大することなく平和利用
にアクセスできるようにすべきで
あると述べている。
4北朝鮮
北朝鮮は、威嚇や違法な兵器の取

得によっては、安全保障と尊敬への
道は決して実現しないことを悟る
べきである。すべての国はより強力
な世界的レジームを構築するため
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に協力すべきである。北朝鮮に方向
を変えさせるよう圧力をかけるた
め協力すべきであると述べている。
5イラン
我が政権は相互利益および相互
尊重に基づきイランとの関与政策
を追求する。我々は明らかな選択肢
を示す。国際社会においてイランが
正しい地位を取ることを希望する。
そうでなければ、イランは一層の
孤立や国際的圧力と潜在的核軍備
競争を選ぶことになると述べた。

3核テロ対応政策
1核物質の厳重な管理
世界中のすべての脆弱な核物質
を4年以内に安全で厳重な管理の下
に置くため、新たな国際的努力を
始めると述べており、政権の中心
的課題となっている。
2違法な核輸送の停止と国際制度
の強化
闇市場を崩壊させ、移送中の核
物質を探知して阻止し、財政的手
段を用いてこの危険な貿易を途絶
えさせるための努力を強化しなけ
ればならないと述べ、拡散防止構
想（PSI）や核テロと戦う地球的イ
ニシアティブといった努力を、恒
久的な国際制度に変えるべきであ
ると述べている。
3核セキュリティ国際会議
これらの努力を開始するものと
して、米国は一年以内に核セキュリ
ティに関する地球的サミットを開

催すると述べており、その準備会
合が2009年12月に東京で開催され、
本会議は本年4月にワシントンで開
催される。

国連安保理決議1887（2009）

オバマ大統領の積極的なイニシア
ティブにより、2009年9月24日に核不
拡散・核軍縮に関する初めての安保理
サミットが開催された。これはオバマ
大統領の「核兵器のない世界」に向け
ての一連の行動の一つであり、ここで
は特に安全保障理事会の常任理事国
すなわち5核兵器国の間で合意された
決議が採択されたことが重要である。

1核軍縮措置
1核兵器のない世界
決議はその前文で、より平和な
世界を求め、核兵器のない世界の
諸条件を構築することを決意する
とし、本文で、NPT締約国に対し、
第6条に従い核軍縮につき誠実に交
渉を継続することを要請している。
2核兵器の役割の低下
これに関連するものとして、消極
的安全保証に関する5核兵器国の声
明を想起し、それらが核不拡散体
制を強化することを確認している。
3核兵器の削減
これについては、前文で、米ロ
の新たな条約交渉を歓迎すると規
定するのみである。
4CTBTの批准
すべての国に対し、核実験を差

し控えること、CTBTを署名・批准
し早期に発効させることを要請し
ている。
5FMCTの交渉
軍縮会議に対し出来るだけ早く

FMCTの交渉を要請し、軍縮会議
が2009年の作業計画を採択したこ
とを歓迎し、すべての加盟国に対
し早期の実質作業の開始に協力す
るよう要請している。

2核不拡散措置
1核不拡散条約の強化
まず締約国に対し、義務を完全に

遵守し、条約上の約束を履行する
よう要請し、次に、NPT非締約国
に対し、非核兵器国として条約に
加入することを要請し、第3に、締
約国に対し、2010年再検討会議が
条約を強化し、条約の三本柱のす
べてにおいて現実的で達成可能な
目標を定めるため協力するよう要
請している。
2国際原子力機関（IAEA）の強化
まず、効果的なIAEA保障措置が
不拡散と平和利用のために必須で
あることを確認し、包括的保障措置
協定を発効させることと追加議定
書を署名・批准することを要請し、
IAEAが必要な資源と権限を持つこ
との重要性を強調し、次に、遵守の
検証に必要な協力を提供すること
を奨励し、IAEAの努力を支援する
という安保理の決意を確認し、第3
に、核輸出の決定に際し、受領国の



19Plutonium  No.68    Winter  2010

投稿

追加議定書の批准を考慮するよう
奨励し、第4に、核輸出の条件とし
て、保障措置協定が終了されても、
それ以前の供給には保障措置が継
続することを要求することを要請
している。
3違反国への確実な対応
まず、不拡散義務の違反状態は
安保理に持ち込まれ、それが国際
の平和と安全の脅威かどうかを認
定することを強調し、安保理の主
要な責任を強調し、次に、NPTの
利益の享受は義務の遵守により保
証されることに注目し、第3に、脱
退の通告には即時に対応すること
を約束し、脱退前の約束違反には責
任が残ることを確認し、第4に、核
輸出の条件として、脱退した場合
に供給国は脱退前の供給物の返還
を求める権利を持つことに受領国
が合意するよう要求することを奨
励している。
4原子力平和利用とその制度化
まず、拡散を減少させ、保障措置・
保管・安全の国際最高基準を支持
する枠内での原子力の平和利用の
発展を奨励し、次に、差別なくか
つ第1、2条に従った第4条の不可譲
の権利を強調し、この点で第3条お
よびIAEA憲章第2条を想起し、第
3に、核燃料サイクルの機微な品目
と技術の輸出に厳格な国家管理を
採択するよう要請し、第4に、核燃
料サイクルへの多国間アプローチ
に関するIAEAの作業を奨励し、理

事会に対しできるだけ早期にこの
ための措置に合意するよう要請し
ている。
5北朝鮮およびイラン
前文では両国の名前を出さず関
連決議を列挙し、安保理が行動を
取っている不拡散体制への最近の
重大な挑戦に特別の懸念を表明し、
関係国は安保理決議の義務を履行
するよう要求し、交渉による解決
を見出すという要請を再確認して
いる。

3核テロ対応政策
1核物質の厳重な管理
まず、核物質防護条約、核テロ
行為防止条約への普遍的支持を要
請し、次に、基金メカニズムのよ
り有効な使用のための安全保障理
事会委員会の勧告を歓迎し、第3に、
加盟国による決議1540の完全な履
行の必要を再確認し、第4に、加盟
国に対し、改善された安全基準と核
セキュリティ慣行のベストプラク
ティスの共有を要請し、第5に、高
濃縮ウランの民生使用をできる限
り最小化するよう要請している。
2違法な核輸送の停止と国際制度
の強化
まず、違法な輸送を探知し、抑
止し、途絶させる国家能力を改善
するよう要請し、次に、拡散のた
めの融資および輸送を防止し、輸
出管理を強化するのに適切な措置
をとるよう要請し、第3に、非国家

行為体による核兵器関連物質の拡
散状況を厳格に監視する決意を宣
言している。
3核セキュリティ国際会議
2010年の核セキュリティに関す

る地球的サミットの開催の支持を
表明している。

この安全保障理事会決議の最大の
特徴は、核軍縮に関する本文4項目と
少なく、核不拡散に関する項目は16
と極めて多く、また核テロに関する項
目も8と多いことである。このことは、
5大国が一致できる範囲は核軍縮では
きわめて少なく、核不拡散や核テロ対
応政策で多いことを示しており、また
後者の2分野では決議の内容がきわめ
て具体的であり詳細にわたっている。
核軍縮に関する内容に関し、決議は

「核兵器のない世界」そのものを追求
するのではなく、その諸条件を構築
することを決意することが、本文で
はなく前文で述べられているだけで
ある。また核兵器の役割低下につい
ても、1995年の声明を想起している
だけであって、何ら新しい措置は盛
り込まれていない。核兵器の削減に
ついても、前文で米ロの交渉を歓迎
しているだけであり、あとはNPT第
6条を繰り返しているだけである。米
ロによる具体的削減はもとより、その
他の3核兵器国による削減などはまっ
たく含まれていない。
それに反して、核不拡散措置および
核テロ対応措置の場合は、それぞれの
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項目についてきわめて詳細な個別的
かつ具体的な要請が掲げられている。

2010年NPT再検討会議の展望

オバマ大統領の出現により、次回の
NPT再検討会議の展望はかなり明る
いものとなっている。特に前回との比
較においては、会議前の雰囲気には大
きな違いが存在する。その一つは、会
議の議題がすでに2009年5月の準備委
員会で早々と合意されたことである。
前回は、議題に合意できず、会議が
開始されてもそのために会議が空転
し、4週間の会議の第3週の半ばにやっ
と議題に合意されたため、実質的議
論が行われなかったのである。

1会議までの進展
会議で成功を勝ち取るためには、会
議以前に以下の側面で一定の成果を
挙げることがひつようであろう。
1START後継条約の署名と発効
2009年中に作成される予定の核
兵器削減条約が、年内には作成され
なかった。これはロシアとの関係を
リセットする象徴であり、早期の
署名が必要であり、できればその
会議前の批准およびその後の核兵
器削減条約の交渉開始が望ましい。
2核態勢見直し（Nuclear Posture 
Review）報告書
オバマ政権による新たな核態勢
見直し報告書が3月1日に発表され
ることになっている。これは、米
国の今後の核政策を全般的に決定

するものであり、きわめて重要な
ものである。特に、核ドクトリン
において先制不使用や消極的安全
保証で新たな政策が示されるのか、
さらに核兵器の削減も大幅な削減
が予定されるのかが注目される。
3CTBTとFMCTにおける進展

CTBTの米国上院による批准がい
つ行われるのか、批准に向けて好
ましい動きがあるのかが問題にな
るだろう。FMCTについては、昨
年交渉開始に合意しながらも、交
渉が始らなかったのであり、今年
は軍縮会議において交渉が開始さ
れるかどうかが重要な課題である。
4北朝鮮とイラン
オバマ大統領はこれらの問題に
対して、対話と交渉という方法を
選択し、さまざまな措置を講じて
いるが、これまでのところ成果は
表れていない。会議の開催までに
これらの問題で一定の進展がある
ことが望まれる。
5核セキュリティ世界サミット
4月に予定されているこのサミッ
トにより、核テロ対応政策として
の核セキュリティに関するさまざ
まな具体的措置が合意されると考
えられる。特に安全保障理事会決
議で勧告されているさまざまな措
置に合意が達成されるであろう。

2NPTの三本柱
これまでの再検討会議でもそうで

あったように、会議の成功のために

は、NPTの三本柱、すなわち核不拡散、
核軍縮、原子力平和利用においてバラ
ンスのとれたものになることが必要
である。2005年にはブッシュ政権は、
核軍縮を無視し、核不拡散のみに焦
点を当てたため、会議は決裂して失
敗した。
国連安保理決議1887の内容は、す

でに検討したが、5核兵器国が合意す
るものであるが、核軍縮に関する措置
がまったく不十分であるのに反して、
核不拡散と核テロ対応においては多
くの詳細な措置に合意が見られてい
た。この点からしても、核軍縮に関
する一層の措置に核兵器国が合意す
ることが不可欠になる。2000年再検
討会議で合意された核軍縮に関する
13項目をベースとして、新たな一連
の核軍縮措置についての合意が必要
である。この点でオバマ大統領の主
張する「核兵器のない世界」に向け
ての具体的措置に核兵器国が合意し、
行動に移していくべきである。
核不拡散および核テロ対応措置が
重視されることは、それ自体は重要な
ことであり、進んで実施されるべきで
あるが、これらの措置が原子力平和
利用の権利を阻害する可能性を考慮
する必要がある。特に開発途上国は、
平和利用の権利を基本原則としてと
らえているため、それに十分に対応
する必要がある。

3NPT再検討会議での成果 
再検討会議の目的は条約の運用を
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①CTBT早期発効 
②CTBT発効までの核実験モラトリアム 
③軍縮会議にカットオフ条約の即時交渉開始及び5年以内の妥結を含む作業計画に合意することを奨励 
④軍縮会議において核軍縮を扱う適切な補助機関の即時設置を奨励 
⑤核兵器及びその他の軍備管理・削減措置への「不可逆性の原則」の適用 
⑥核兵器の全面廃絶に対する核兵器国の明確な約束 
⑦STARTII早期発効及びその完全な実施、速やかなSTARTIII妥結、ABM条約の維持・強化 
⑧IAEA・米ロ間の3者協定の妥結・実施 
⑨国際的な安定を推進し、すべての国の安全が損なわれないことを原則として核兵器国が核軍縮に向けて取る措置
◎核兵器国による一方的核削減のための更なる努力 
◎核兵器能力及び軍縮協定実施についての「透明性」の強化 
◎非戦略核兵器の一層の削減（国際平和と安定の推進に資するための、一方的なイニシアティブを踏まえた、及び全体の核
兵器削減措置の不可分な措置）

◎核兵器システムの運用ステータスの一層の低減のための具体的な合意措置 
◎安全保障政策における核兵器の役割の低減（核兵器の使用のリスクを最小限に抑え、核兵器廃絶を促進するための措置）
◎すべての核兵器国による核廃絶に向けたプロセスへの関与 

⑩余剰核分裂性物質のIAEA等による国際管理、及び同物質の処分 
⑪軍縮の究極的目標が実効的な国際管理の下での全面完全軍縮であることの再確認 
⑫NPT第6条及び「原則と目標」（核軍縮努力）の実施についての定期的な情報提供（ICJ勧告的意見を想起した措置）
⑬核軍縮のための検証能力の向上 

2000年NPT再検討会議で合意された核軍縮に関する13項目

検討することであるが、その検討は過
去の実績を検討するだけでなく、将
来の行動に関してもとるべき諸措置
について、議論し合意を達成するこ
とである。2000年会議では、過去と
将来の両方の検討についてコンセン
サスが達成され、最終文書を作成す
ることができたが、1995年は過去の
検討では合意できず、将来の行動に
のみ合意している。
今年の再検討会議も過去の検討に

あまり時間を費やすことなく、将来
の行動についてさまざまな具体的行
動に合意すべきである。第1は、核軍
縮に関するもので、2000年に合意さ
れた核軍縮のための13項目を基礎と
して、必要な変更を行い、また新た
な項目を加えたものを採択すべきで
あろう。
第2に、核不拡散については、NPT

の強化のため、条約の違反問題や脱退
問題に関する新たな合意が必要であ

ろうし、IAEAおよびその保障措置の
強化のための措置にも合意すべきで
あろう。また原子力平和利用の原則
を厳守しつつ、燃料サイクルの多国
化など不拡散強化の措置が議論され、
合意されるべきであろう。
第3に、核テロ対応措置として、核
兵器や核関連物質の厳重な管理に関
してさまざまな措置の適用が合意さ
れるべきであろう。
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昨年は松本清張生誕百年を記念し
て、テレビや映画界では作品の放映が
にぎやかだったが、話題作のドラマ化
は今年も続いている。清張ファンだけ
でなく多くの推理小説愛好家を楽しま
せてくれた。そうしたなかで、TBSテ
レビが生誕百年スペシャルドラマで『中
央流沙』をとりあげたのだ。私はチャ
ンネルをあわせた。この小説『中央流
沙』が誕生にかかわったことを思い出
しながら、感慨深く見たのであった。
当時私は、旧日本社会党の機関紙編

集局長に就いたばかりであった。政党
の機関紙はとっつきにくく、面白くな
いといわれている。理屈とイデオロギー
をおしつけているようで、気に入らな
いというのだ。
なんとか読まれるようにしたい、愛

される機関紙にできないものだろうか
と思い巡らしていたとき、たまたま松
本清張の随筆『黒い手帖』を手にした
のである。こんな言葉を見つけた。

― 小説は面白さが本体なのだ。こ

66

の面白さを喪失した小説から読者
が去ってゆくのを誰も非難するこ
とはできない ―

清張さんはこうも言っていた。「今日
の問題に触れる小説であっても、それ
が抽象的にしか造型されず、観念的な
思想で飾り立てられているだけで、砂
を噛むように味気なかったら、多くの
読者が敬遠するのは当然である」（「推
理小説の魅力」）。
機関紙には二段を占める連載小説欄

を設けていた。これを活用しない手は
ない。面白い小説を載せられないか、「そ
うだ、清張さんに頼んでみよう、それ
も推理小説はどうだろうか」と心に決
めたのである。
松本清張といえば「或る『小倉日記』

伝」で芥川賞を受賞して以来、推理長
編『点と線』はベストセラーとなり、
ノンフィクション『日本の黒い霧』で
話題をさらう。『現代日本官僚論』は日
本ジャーナリスト会議賞を受賞するな
ど、社会派小説といわれる分野でも、

大作家としての地位を築いていた。
そんな清張さんのもとへ物怖じもせ
ずに伺ったのである。貧乏政党のこと
だ。原稿料はどのくらいするのか、そ
れも満足に払えないかもしれない。で
も当って砕けろであった。もちろん誰
の紹介状も持っていなかった。いま思
い返してみても冷や汗が流れてくる。
昭和40年（1965年）の初め、立春
を過ぎたとはいえ、杉並の浜田山はま
だ冬の景色だ。庭先の沈丁花はかたく
蕾を閉じていた。ぶら下げられた「猛
犬に注意」の木札を見ながら恐る恐る
格子戸をあけると、小さな柴犬が尾を
ふって迎えてくれた。清張さんの遊び
心にふれたようで、緊張がとけた。
二階から階段を下りてくる音がす
る。執筆中だったのだろうか、煙草を
くわえた和服姿の清張さんが、玄関横
のさして広くもない応接間に招じ入れ
てくれた。入ってすぐ右の壁には岸田
劉生の「麗子像」が掛けられていた。
左側の出窓にはガンダーラの仏頭だろ
うか、さりげなく置かれている。そん

顔

後 藤　 茂
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な部屋の様子がいまも鮮やかに印象に
のこっている。
「先生、党の機関誌に小説を寄稿して
いただけないでしょうか」
単刀直入に申し上げると、しばらく

考えておられたが、
「書きましょうか。そうだな、『東洋
自由新聞』を創刊した中江兆民はどう
かな」
それまで難しい顔をしておられた清

張さんが、笑顔になった。
中江兆民といえば自由民権運動の理

論的指導者である。ジャーナリストと
して健筆をふるった思想家であった。
私の心はちょっと動いた。しかし私は、
「中江兆民も魅力がありますが、やは
り、社会派小説、それも推理小説が欲
しいのですが」と、お願いしたのであ
る。
「じゃ、後日連絡しましょう」
先生のこの言葉に、胸が高鳴った。

奥さんが出してくれた紅茶の味もわか
らなかった。近寄ることさえかなわな
いと思っていた清張さんである。見も
知らない一介の政党書記を、信頼して
いただいたのだ。40歳になったばかり
の私は、宙を飛ぶ思いで清張宅を辞し
たのであった。

「私は、『現代官僚論』を2年がか
りで某誌に書きつづけてきた。保
守政党が官僚に命じ、財界が政党
に命じている。これが今の日本の
「政治」の姿である。だが、これ
は概念であって、理屈としては頭
に入るかも分からないが、感情に

訴えるには小説しかない。日本に
はまだ「官僚」を主体にした小説
がないので、これを書いてみたい。
どういうものができるか、読者の
ご支援によって自信を得るしかな
い」
これが連載にあたっての「作者の言

葉」は松本清張と印刷された原稿用紙
に書かれていた。ほれぼれするような
達筆である。

宴会場の料亭は札幌の山の手に
あった。

小説は、この文章から始まる。第一
回の原稿は、直接私がいただいた。こ
の書きだしは私のこころを打った。小
説の展開に興味を持たせると思ったの
だ。

『中央流沙』は、砂糖の自由化をめ
ぐった業界と高級官僚の汚職構造の暗
い谷間に、抹殺された小官僚の姿を、
鋭く抉

えぐ

りだした小説であった。
「挿絵は田代光さんにお願いしましょ
う」との先生のご意向をうけて、浅草
の馬道にお住まいの田代さんのお宅
をお訪ねした。水墨で描かれた何枚か
の絵が立てかけられた二階の広い画室
で、
「清張さんの小説ですか、よろこんで」
歌舞伎俳優を思わせる、悪役が似合

うような顔をほころばせて、引き受け
てくれたのである。
田代さんは、「挿絵画家のひと言」を、

こう書かいてくれた。

「私の人生で月給をもらったこと
が1回ある。しかし務めたことは一
度もない。従って官僚的な人生を
知るよしもない。しかし酒を飲ま
ない役者が呑み助役がうまかった
りする。私もそんな気持ちで小説
の世界に入ってみることにする」
清張さんの万年筆で書かれた「作者
の言葉」と、田代さんの黒のボールペ
ンで書かれた「ひと言」は、宝物のよ
うに文筥にしまっている。

小説には西秀太郎という胡散臭い男
が出てくる。「肩書きは弁護士とある
が、ほとんど法廷に出たことはない。
彼は、どの農林省の局長と会う時もフ
リー・パスだった」。
西は、汚職捜査の手が局長におよぶ
のを知って、その鍵をにぎる課長補佐
を北海道へ出張させ、さらに宮城県の
作並温泉に誘い出して殺害する。自殺
と見せかけるのである。かくて捜査は
行きづまろうとするが、死因に不審を
抱いた刑事や新聞記者が動き出す。し
かし、捜査は、上からの中止の断がく
だされた。
札幌の料亭からあわてて引き返して
きた食糧管理局長は、逮捕の手をのが
れ、代わりに、蚕糸局長の天下りが決
まっていた酪農会社へは警察庁の局長
が送り込まれる。課長補佐を「忠死」
させて、捜査と引き換えに警察と取引
の仲介をしたのは、「背の低い、ずんぐ
りとした西弁護士」であった。殺人犯
人は、「弁護士の肩書きで、悠々と白日
のもとに大手を振って役所に出入りし
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ている。そこで顔を利かせ、利権をあ
さり、役人には半ば怖れられ、半ば利
用され、利用している」。その実態を見
つめていたのは、小官僚のさらに下に
いる事務官の「皮肉な目」であった。
この小説の狂言回しは、「砂」粒では

ない、軽い「沙」、農林省の属官山田喜
一郎であった。高慢な「上役」と西弁
護士のような「顔役」が蠢く汚職腐敗
の構造を、山田事務官の目を通して、
語り明かしてくれるのである。

私が清張文学に初めてふれたのは『西
郷札』であった。その後『張込み』、
『顔』などの短編に魅せられて清張ファ
ンになっていった。清張さんは、「『顔』
は『張り込み』に続いて書いた推理作品
で、のちの推理小説の一方の原型となっ
ている」（「書いたころ」）と回想してい
るが、どの作品を読んでも人間が魅力
的に描かれていて好きである。
これまでの探偵小説は、謎解きやト

リックなどに疑ってはいても、ねたみ
や欲望といった人間の心理描写が見え
ない。清張さんが求め続けたのは、日
常性を身につけた推理小説だったので
ある。
私は書斎に清張さんからいただいた

「真実探求」と書かれた色紙を掛けてい
るが、清張文学の真髄はまさしく、真
実の探求だったと思っている。
清張さんが描く人間に、さらに生

命を吹き込んだのは田代さんの挿絵で
あった。ふしぎな人物、西弁護士が、
恫喝する顔、急にヘラヘラと目じりを
下げて笑い出す顔、田代さんの挿絵は

この男を、水墨で憎々しげに描いた。
柔和な顔を、大悪党に描ける画家は、
田代さんを措いてほかにないように思
う。その意味で “悪人画家” の異名を着
せられた田代さんと推理作家清張さん
の、十数年来切れることなく続いたコ
ンビは、『中央流沙』でも、読者に強く
惹きつけるものがあった。

清張さんの『顔』は、私の好きな短
編である。
女を殺した暗い過去を持つ俳優が、

抜擢されて映画に出演することにな
る。女と汽車に乗っていたところを一
人の男に見られていた。自分の顔が大
きく銀幕に写されているのをその男に
見られたら、過去の犯罪がバレると怖
れて、殺人を犯すことになってゆく、
というストーリーである。
しかし、男は殺人犯の俳優の顔を、

まったく記憶していなかった。だから、
この男を殺す行動に走らなければ、こ
とはバレないですんだのである。『顔』
を読み直してみて、もし若い俳優の顔
が、清張さんのような特徴のある顔で
あったら、この小説は成り立たないな、
と思ったりしたものだ。
「黒を起点として発想して来る迷路

は、清張さんの独壇場というべきであ
ろう」（エッセイ「黒い光線」）。田代さ
んは、清張さんのリアルな心理描写に
感動しながら描くことができた、と語っ
ていた。
『黒の回廊』、『黒い樹海』、『黒革の手
帖』、『黒い画集』、『黒地の絵』、『黒い
福音』、『日本の黒い霧』といったよう

に清張さんの小説には見事に「黒」が
生かされている。この「黒」が田代さ
ん（のち田代素魁とされた）のこころ
を震わせ、作家と挿絵画家のコンビを
作り、読者を魅了していったのだ。
田代さんにこんな詩がある。
人間
私は自分をくるめて
人間が大好きで
大嫌いだ

「一つおかれた点から線を起こせ
ば風を呼び、雲をおこすくらいの
ものでありたい。色をおけば喜怒
哀楽が真理となって再現されてく
る」（田代光画集『黒と白』）

私は挿し絵の中に文学と同じように
人間を求めてきた、という田代さんは、
清張文学に魅せられ、そこに登場する
人間に惚れこんでいったのだろう。「松
本清張の幅も奥行きもある作風が、僕
の内部にある芸心を動かし、挿し絵と
いう枠の中で枠越えを試み、枠外に踏
み出せたことは挿し絵画家として喜び
でもあったし、楽しみでもあった。」（田
代素魁随筆集『変手古倫物語』）
といっていることからも伺えるので
ある。

人間ほど興味をもてる材料は他にな
い。そして人間を象徴するものは顔そ
のものである。（田代光、エッセイ「私
は悪人画家」）

（元衆議院議員）
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編集後記
高速増殖原型炉「もんじゅ」、その試運

転を再開するための環境が整いつつあるよ
うです。研究開発ですら計画通りに進まな
いのでは先行きは暗いのですが、試運転の
再開の後は、その技術の実用化に向けて頑
張ってほしいものです。
開発途上国を含めて地球温暖化対策のた

めに原子力発電の導入を図ろうと計画して

いる国々が増えています。現在主流の軽水
炉の導入だけでは、確認されているウラン
資源は85年程度で底をつくと計算されてい
ます。
高速増殖炉の実用化が子孫のために不可

欠です。さらに大勢の方々の知恵と技術が
必要です。
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